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家族 福祉政策 とシルバ ーサ ー ビス産業

一産業福祉論に関す る一覚書一

桂 良 太 郎*

FamilyPolicyand`SilverMarketBusiness'

AStudyNoteonIndustryandWelfareRelations

RyotaroKATSURA

序

1989年(平 成元年)版 の厚生白書では,現 在の高齢者たちと,団 魂の世代の人びととが

高齢者に達する2015年との状況比較を描き出している.お そらく脱工業化社会においては,

白書が指摘するように,「 生活の質(QOL)」 がいっそう追求されるであろう.11核 家

族化の更なる進行,女 性労働力市場の増大,家 族の介護能力の低下,高 学歴高齢者の増

加,な どの特質によって,シ ルバーライフは質量とも大きく変貌 して行 くものと思われる.

本稿では,今 後の高齢化社会を考えるうえにおいて,新 しい産業として注目されつつあ

るシルバーサービスに焦点をおいて,新 しい産業と21世紀の社会福祉政策の構築に向けて

の福祉サービスのあり方との接点を模索 しなが ら,産 業と福祉の将来像について考察 した

い.従 来の社会福祉サービスに加えて,新 しい給供形態としてのシルバーサービス産業の

論点について,い くつか覚書風に整理 して今後の検討に供 したいと思 う.

シルバーサービスに関わる研究は,今 までいく人かの研究者によってなされて来てはい

るが,本 稿は,従 来の研究者の視点を踏まえなが ら,少 し異った視角か ら検討 してみたい.

その視点とは,「 家族福祉政策」との関わりから見た視点である.社 会福祉研究において

も,こ の家族福祉政策(フ ァミリーポ リシー)研 究はまだその緒についたばかりである.

第1章 では,わ が国の家族変化の動態を整理 し,家 族福祉政策の概念を検討 してみたい.

第2章 では,現 在のシルバーサービス産業の背景 と実情を整理 し,第3章 では,そ うした

シルバー産業の方向性を考えるうえでの家族福祉政策的な視点からみた課題をまとめてみ

たい.

第1章 わが国における家族変化と家族福祉政策研究の登場

(1)最 近の家族変化について

戦後のわが国の社会は,産 業化の急速な進展や封建的な家族制度の解体など,家 族に関

わる部分について急速な近代化が進んだといわれている.そ れに伴い,家 族構造や家族関
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係においてもいろいろな変化が生 じてきた.そ の第一に,家 族規模の縮小と核家族世帯や

単独世帯の増加があげられる.世 帯構成の変化については,〔 図一1〕 のとおりである.

ただ注目すべきことは,三 世代世帯数も実数として増加 しており,家 族構成の類型は多様化

の方向に向かっているとした方が適確であるか もしれない.2)第 二は,婚 姻率,有 配偶率

の低下があげられる.(非 婚時代の到来)現 在,世 界的にも婚姻率は低下の傾向にあるが,

わが国においては特に著 しいようである.ま た,結 婚適齢層の有配偶率の推移を見て も大

幅な低下傾向が見られる.3)〔 表一1〕 第三は,本 稿の研究課題と直接関わる家族の変化
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〔表 一1〕30代 の男女 の有配偶 率の推移
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〔表 一2〕2005年 の老齢人口比率上位、下位3市 町村

(日経新 聞推計)

1985年 2005年

老齢人口比率 老齢人口比率

北山村(和 歌山) 28.36 70.35

魚島村(愛 媛) 24.35 65.45

大川村(高 知) 23.57 61.22

玉穂町(山 梨) 8.52 3.13

加茂町(京 都) 10.97 4.37

桜 町(茨 城) II' 4.55

出典:日 本経済新 聞 「経済教 室」

昭和62年11月25日 朝刊

として,家 族構成員の高齢化,し かも急速な高齢化があげられる.現 在日本の65歳 以上の

人口は,約1,429万 人で,総 人口に占め る割合は,昭 和63年 より0.4%増 えて11.6%に 上

昇 していることが総務庁の統計調査で明らかになった.ま た日本経済新聞がまとめた全国

の市町村別の将来人口推計によれば,将 来は大都市や地方中核都市周辺で人口が増加する

とともに,高 齢化が遅れ,反 面人口減少が大きい過疎地域では,高 齢化の進展が急速にな

るという結果が出ている.4)〔 表一2〕 このように人口の高齢化は今後地域的に大きく偏っ

てあらわれるので,こ れにどのように対処するかは大きな課題を呈 している.第 四に指摘

しておかなければならない事は,家 族の意味の変化をあげておきたい.わ が国では,戦 後,
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家父長的な家族制度が崩壊 し,家 族生活でも,男 女の平等,個 人の尊重などの基本理念に

基づいた新たな制度に置き換ったといわれている.現 在は,こ うした変化がわれわれの意

識の中へ徐々に浸透 しつつある時期であると思われる.E.W・ バージェスによれば,19

世紀から20世紀への家族変化は,「 制度から友愛へ」5)の変化であったというが,現 代の

日本人も,家 族の意味として,精 神的な情緒的傾向を重視 しているという結果が出されて

いる.6)〔表一3〕 こうした家族意識の変化とサービスの経済化の進展によ り,家 族本来

〔表 一3〕 望 ま しい家族形態
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出典:総理府世論調査 「家族 ・家庭 」(昭 和62年)

の機能は外部化 ・市場化されるようになってきた.今 後この傾向は一層進展するものと思

われる.特 に老親介護の問題は,親 と子 との同居意識の残存傾向と合せ,婦 人の社会参画

を可能にさせる新 しい福祉サービスの体系化を緊急課題として生 じさせている.し か も家

族や家庭生活基盤の充実施策を構築させなければな らない.い わゆる家族福祉政策の研究

が注目されるようになってきた.

(2)家 族 福 祉 政 策(フ ァ ミ リー ポ リ シー)研 究 の 必 要 性

家 族 政 策 の 定 義 は い ま だ 論 議 の途 中 で あ る.こ こで はS・ カ マ ー マ ン とA・ カ ー ンの説

を中 心 に 整 理 して み た い.7)カ ー ンと カ マ ー マ ンに よ れ ば,「 家族 政 策 」 とは,「 政 府 に

よ って 家 族 に 対 して 行 わ れ る,あ る い は,家 族 の た め に行 わ れ るす べ て の 政 策 ・プ ログ ラ

ムを 指 す 」8)と 述 べ られ て い る.そ れ に は三 種 類 の 相 違 が あ る と され て い る.つ ま り二 つ

の サ ブ カ テ ゴ リー を 持 つ 「明示 的 な 家 族 政 策 」(ExplicitFamilyPolicy)と 「暗 示

的 な 家 族 政 策 」(ImplicitFamilyPolicy)が そ れ で あ る.「 明 示 的 な 家 族 政 策 」 の

二 つ の サ ブ カ テ ゴ リー と は,(a)家 族 に関 す る特 別 な,明 白 な 目標 を達 成 す る た め に作 成 さ

れ た特 別 な政 策 ・プ ログ ラム,(b)家 族 の た め に だ け行 うと合 意 され て い な いが,家 族 の た

め に意 識的 に行 わ れて い る政 策 ・プ ログ ラ ムで あ る.そ れ らは具 体 的 に は,所 得 補 助 政 策,

家族法,家 族計 画,保 育,児 童 福祉 政策,パ ー ソナル ・ソー シ ャル ・サ ー ビス,あ る種 の 税 制,

あ る種 の住 宅 政 策 な どが あ げ られ る.一一方,「 暗 示 的 な家 族 政 策 と は,第 一 義 的 に家 族 の

た め に行 わ れ るの で は な いが,間 接 的 に 家 族 の 生 活 基 盤 に影 響 を 与 え る政 府 の 政 策 や ア ク

シ ョ ンを指 して い る.具 体 的 に は,環 境 政 策,工 場 計 画,道 路 計 画,移 民 政 策 な ど幅 広 く

含 まれ て い る.9)し か し 「家 族 政策 」 を フ ィ ール ド(対 象 とす る領 域)と した 場 合,そ の

範 囲 と焦 点 は お の ず か ら限 定 され る.「 明 示 的 な 家 族 政 策 」 に 属 す る フ ィ ール ドと して は

次 の よ うな 頂 目が 指 摘 で き るで あ ろ う.

(1)所 得 補 助 政 策 に 関 す る もの

(2)雇 用 お よ び 労 働 政策
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(3)子 どもの保育および養育に関する政策

(4}住 宅政策

(5)保 健 ・医療政策

(6)対 人福祉サービス(パ ーソナル ・ソーシャル ・サービス)に 関するもの

これらのことか ら判断するに,フ ィール ドとしての 「家族政策」 とは家族問題を軸にし

た広範なものでありなが ら,そ の焦点を,親 と子,あ るいは子供を持つ家族を援助する方

法に合わせていることが見てとれる.例 えば,こ こでの問題 とする老人問題を 「家族政策」

に含まないということではないが,主 要な対象とはなっていない.一 つにはこの問題は,

従来のカテゴリー別の社会福祉政策の対象として容易に成立するという合意があるからで

ある.つ まりフィール ドとしての 「家族政策」とは,従 来のたて割りの社会福祉政策では

取 り扱われにくい対象,あ るいはいくつ もの分野に重複 して出現する対象を取り扱うこと

を意図している.こ の意味において 「家族政策」とは従来のたて割 り的な社会福祉政策へ

の真摯な批判を含んでいることになる.

一方先述 したように,家 族問題に占める老人問題の比重が高まりつつある現在において,

「家族政策」の焦点を,子 どもを持つ家族のみに限定することの是非をめぐり,論 議が く

り返えされている.1978年 に開催された 「家族政策に関するノー トルダム国際セ ミナー」

において,在 米 ・ヨーロッパの研究者が一堂に会 したが,そ の時の論議を呼んだ課題がそ

れであった.「 家族政策」の定義をめぐる論議では,そ の対象を 「子どもを有する家族」

に限定するか,あ るいは 「それ以外の家族を含む(老 人問題等)」 のかという点に関 して

行われ,結 局は意見の一致を見ることはできなかったが,い ずれの側に立つ論者 も,児 童

の問題を児童 として取り扱うのではなく,家 族全体の問題 として包括的に取 り扱 うことの

一致 した見解が出されたのである10).

また,保 健 ・教育 ・社会局と社会福祉全国会議との共同プロジェクトとして,1977年 に

設立された 「家族と公共政策に関する全米委員会」でも,「 家族政策」が従来 「児童政策」

(Children'sPolicy)と 同等に考えられてきた ことを踏 まえなが らも次のように 「家

族政策」をより幅広 く捉えるこのを提案 している.「 老人の増加,子 どもを持たない夫婦

の増加等,家 族により多くの変化が生じてきたことを踏まえてr家 族政策』は,各 世代 にわ

たる(intergenerationa1)視 点を持ち,単 身者,子 どものない夫婦,子 ど もを持つ夫

婦,老 人のいる家族,身 障者のいる家族等それぞれが必要とするサービスを供給すべきで

ある」11)と提案 している.欧 米における家族のとらえ方とわが国のそれとの相異はともか

くとしても,本 来家族に対する総合的な福祉政策を考える場合,こ の家族政策的なとらえ方

を筆者は高く評価 したいし,ま た本来そうあるべきところが,そ うではなかった点(た て

割 り的な考え方であった点)に 従来の家族福祉政策論の問題があったことを指摘 しておき

たい.本 稿では,こ の委員会の提示 した視点を再検討するとともに,家 族,家 庭基盤の充

実こそが真の高齢化社会の豊かさにつながるものであることを強調 したい.そ して,特 に

老親介護負担の緩和施策において,新 しいサービス供給システムとしてのシルバーサービ

スの位置づけを家族福祉政策の視点から洗い直 してみる必要がある.

その前に最近のわが国のこのような家族福祉施策の政策動向を探 ってみる必要が生 じて

きた.

(3)わ が国の家族福祉政策の動向

厚生省の人口問題審議会の人口と家族に関する特別委員会(委 員長e福 武直氏)は1988
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年7月 に,家 族問題に焦点をおいたわが国の人口問題に関する研究報告書をまとめ,人 口

審総会に提出 している.こ の報告書は,最 近の人口と家族の変動傾向を詳細に分折すると

共に,人 口の急激な高齢化の進行緩和と同時に,家 庭基盤の充実施策のあり方についてい

くつかの政策提言を行 っている.12)総 論の骨子をもとに,そ のいくつかの政策提言の内容

について検討 してみたい.本 報告書は,40年 後の人類未経験の超高齢化社会に到達するこ

とを踏まえて,人 口の動向と家族の動向は不可分に結びついていることから,高 齢化社会

における家族の総合的な政策的対応を提言 している.提 言の柱は,① 家族形成(結 婚)に

関する支援策,② 家庭生活に関する支援策,③ 老親扶養に関する支援策,④ 国民的論議の

展開,⑤ 人口に関する教育 ・研究水準の向上となっている.前 半の事項に関わる内容をみ

ると,ま ず第0の 家族形成に関する支援策については,未 婚率や晩婚化の上昇による結婚

パターンの変化が長期的にも出生率を押 し下げる要因となることか ら,結 婚 しやすい環境

づくりに社会全体が配慮 し,特 に大都市圏では住宅事情の改善の必要性を指摘 している.

第二の出産 ・育児に関する支援方策では,出 生率の低下理由の多 くは未婚率の上昇に帰す

ることができるとしなが らも,夫 婦の出生力 も決 して高 くないことに着目している.こ の

ため子供の教育費負担,住 宅事情,妻 の仕事と出産 ・育児の両立のむつか しさを解消する

経済的,社 会的に出産しやすい環境づくりを進あていくことを指摘 している.具 体的には,

住宅事情の改善,児 育手当の見直 し,教 育費の軽減措置,育 児休業制度の普及,保 育施設

の充実などをあげている.第 三の家庭生活の支援策では,少 産化と生活水準の向上により

子育ての経済環境は大いに改善されている一方で,家 庭生活のうるおいが奪われていると

している.こ のための精神的に豊かでゆとりのある家庭生活を築 くために,具 体的な施策

として,労 働時間の大幅な短縮,週 休二日制の推進,職 住接近等の施策が必要であること

を指摘 している.一 方第四の老親の扶養に関する支援策では,親 子同居の慣行が弱まれば

高齢夫婦世帯の増加傾向が加速化されるとし,親 子が遠 く離れて暮 らしている場合には,

高齢者が居住する地域ベースのケア体制の整備の必要性を認めている.ま た高齢者が息子

夫婦などと同居 している場合には,高 齢者の介護が必要になった時における家族の介護負

担は著 しいものがあるとみて,次 のような施策の充実を指摘 している.

① 介護の負担を軽減するためのホームヘルパーなど在宅ケアサービス,デ イサービ

ビス,デ イ ・ケア施設の充実

② 老親を扶養 ・介護する共働き世帯の増加が考え られるので,職 業生活との調和が

容易になるような条件整備

③ シルバーサービスに関する情報の伝達,仲 介方法の強化

以上がこの報告書の骨子であるが,日 本における家族福祉政策の一例として掲げたのであ

るが,政 府が家族や家庭の基盤充実を取り上げようとしてきたのはごく最近になってか ら

の事である.国 の長寿社会対策大綱の取り組みがやっとなされ,各 地方自治体は独自の対

策大綱を現在つ くりはじめている13)総 合的な家族 ・家庭基盤の充実施策が重要視されは

じめた要因はとりもなおさず超高齢化社会の到来が起因 していることは今さら言うまで も

ない事である.老 親介護負担の援助施策としてのシルバーサービスの問題について次項で

検討 してみたい.

第2章 シルバーサービスの現状と課題

高齢 化社会 に対応 した新 たなサ ポ ー トシス テ ム と して 最 近 注 目 され は じめて き た もの に,

民 間 セ ク タ ーの シル バ ー サ ー ビス に 代 表 され る市 場 型 シル バ ー サ ー ビス(産 業)が あ る.
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ここで は,こ の よ うな新 しい福祉 供給 シス テ ム と して の市 場 型 シルバ ー サ ー ビス(シ ルバ ー

サ ー ビス産 業)が,従 来 の シル バ ーサ ー ビス と ど こが異 な るか,ま た そ の よ うな シル バ ー

サ ー ビス産 業 が 生 まれ て きた 背景 や そ の 実 態 に つ い て検 討 して み た い.

(1)シ ル バ ーサ ー ビス と は何 か

現 在 の と こ ろ,「 シルバ ーサ ー ビス 」 と 「シル バ ーサ ー ビス産 業(ま た は シル バ ー ビ ジ

ネ ス と言 う人 もい る)」 と は,そ の 用 法 にお いて 明 確 な 区別 が な され て い な い.時 と して

互 換 的 に さえ 使 用 さ れ て い る.「 シルバ ーサー ビ ス」の概 念 に つ い て は,辻 哲 夫 氏(厚 生 省

シル バ ー サ ー ビス振 興 指 導 室 長)の 定 義 と社 団 法 人 シル バ ー サ ー ビス 振 興 会 の 定 義 が あ る

が,そ れ ら二 つ の概 念 規 定 か ら 「シル バ ーサ ー ビス」 は 「お お む ね60歳 以 上 の 高 齢 者 を 対

象 と して,そ の心 身 の健 康 の保 持 及 び生 活 の安 定 の ため に必 要 な 各 種 商 品 ・サ ー ビスを,

公 の 助成 を受 け る こ とな く,自 由契 約 で有 料 で 供 給 す る事 業 」 と定 義 され て い る.他 方,

「シル バ ー ビ ジネ ス 」 の概 念 は,厚 生 省 社 会 局 老 人 福 祉 課 老 人 福 祉 専 門 官 を メ ンバ ー に含

む 「シル バ ーサ ー ビス の 現状 と健 全 育 成 に 関す る研 究 会 」 に よ って 「主 に60歳 以 上 の高 齢

者(シ ル バ ー層)を 対 象 と して,民 間企 業 が市 場 原 理 に よ り財 ・サ ー ビス の供 給 を行 う も

の 」 と規 定 され て い る.両 者 は共 に(1)財 ・サ ー ビ ス(商 品)の 供 給 対 象 を 「シル バ ー層

(60歳 以 上)」 に限 定 して い る こ と と,② 財 ・サ ー ビス(商 品)の 供 給 が 「自 由経 済 シス

テム」 に則 って有 料 で行 われ る こ とにおい て 共 通 して い る.し か し,(1)供 給 され る財 ・サ ー

ビス(商 品)に 関 して,「 シル バ ーサ ー ビ ス」 は 「高 齢者 の健 康 や 生 活 の 安 定 」 に 資 す る

もの に限 定 して い るの に対 して,「 シル バ ー ビジネ ス 」 の方 は,何 らの 限 定 も設 け て いな

い こ と,ま た,(3)供 給 主 体 に関 して,「 シル バ ー ビ ジネ ス 」 は,「 民 間 企 業 」 に 限 定 して

い るが,「 シル バ ー サ ー ビス」 の 方 は その 限 定 が な く,(3)供 給 活 動 に関 して,「 シル バ ー

ビジネ ス」の方 は 「利潤 追求 」 を本 旨 とす る 「営 利 活 動 」 自体 に限 定 的 で あ るの に対 して,

「シル バ ー サ ー ビス 」 の方 は,「 非 営 利 性 」 の要 素 を 含 み 込 む 余 地 を残 して い る な ど の点

に お い て 異 って い る.14)例 え ば,生 協 な ど の シルバ ー サ ー ビス等 を考 え た場 合,非 営 利 的

要素 が多 い サー ビスの位 置付 けが これ によ って な され る.以 上 か ら,「 シルバ ー サ ー ビス 」

と 「シル バ ー ビ ジネ ス(シ ル バ ー サ ー ビス産 業)」 と を 区別 す る メ ル ク マ ー ル は,(a}供 給

物 が 高 齢 者 の 健 康 や 生 活 の安 定 に 資 す るか 否 か 」,(b)事 業 が 「利 潤 獲 得 を第 一 義 的 な 目 的

と して い るか 否 か 」 の 二 点 に あ る と言 え る.換 言す れ ば,「 シル バ ー サ ー ビス」 が 「福 祉

サ イ ド」 か らの 規 定 で あ るの に 対 して,「 シル バ ー ビ ジネ ス 」 は 「経 済(産 業)サ イ ド」

か らの 規 定 と い え る.こ う した 概 念 規 定 は,後 述 す る シル バ ー ビ ジネ ス の 現状 を集 約 した

もの で あ るが,む しろ当 為 概 念 と して の シル バ ー ビ ジネ ス の 概 念(と らえ方)を も っ と模

索 す る必 要 性 が 今 日せ ま って きて い る事 を 付 言 した い.つ ま り,こ れ らの 規 定 は,高 齢 者

のみ を対 象 と した規 定 で あ り,本 来,高 齢 者 の 問 題 は 実 は 児 童 の 問 題 で あ った り,家 族 や

家 庭 のあ り方の 問題 で あ るに もか かわ らず,従 来 の た て 割 り的 な と らえ 方 に お わ って い る.

よ り家 族 福 祉 的 なパ ー ス ペ ク テ ィブか らみ た シル バ ーサ ー ビス の あ り方 の 概 念 を 今 こそ 構

築 して い く こ とが,む しろ健 全 な民 間 型(市 場 型)の 給 供 シ ステ ムの 発 展 に 結 び つ くの で

は な い か と考 え る.こ の課 題 は,福 祉 と産 業 の 接 点 が ど うあ るべ きか を 問 い 直 す た め の,

一 つ の今 日的 な 最 重要 課 題 で あ る と言 って も過 言 で は な い .

(2)シ ル バ ー サ ー ビス誕 生 の 背 景 とそ の 現 状

家 族 福 祉 的 な パ ー ス ペ クテ ィブ の醸 成 が何 故 今 後 の シ ルバ ー サ ー ビス や サ ー ビス産 業 の
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問題を考えるうえで必要であるかについて検討する前に,そ もそもこのシルバーサービス,

(これからは特にシルバーサービス産業に焦点をおいて論述 していきたい)と いうものが

生まれてきた背景,そ して現在のその実状について整理しておく必要がある.そ こで筆者

は,二 つの側か ら分折 してみたい.一 つは行政サイ ドか らの分折であり,二 つ目はこのよ

うなサービスを選択する側(こ こではむ しろ消費者サイ ド)か らの分折である.こ の両者

の需要供給関係が今日のシルバーサービス産業を成り立たたせている.

(a)行 政サイ ドからの要請

わが国の高齢者対策をみた場合,目 下,老 人福祉法に基づ く老人福祉,老 人保健法に基

づく老人医療費保険,厚 生年金,国 民年金制度等による老齢年金給付などがある.こ れ ら

福祉,医i療,年 金給付などの社会保障給付費は昭和59年 度33逃5,770億 円であり,国 民所

得の14°oを占あている.し か し,わ が国の高齢化は急 ピッチで進んでおり60歳以上の高齢

者が総人口に占める割合を〔表一4〕でみると,昭 和60年 の10.2°oが,今 世紀末の平成12年 に

〔表 一4〕 老年人 口比率 の推移

(単位:千人、%)

65才 以上(a) 総入口(b) a/b 75才 以上/a

昭和40年 6,236 99,209 6.3 一

50 ii・ 111,940 7.9 32.0

60 12,400 121,047 10.2 37.6

平成7年 17,950 127,607 14.0 38.7

平成12年 21,271 131,276 16.2 39.6

平成33年 31,871 135,426 23.5 47.4

平成37年 31,486 134,923 23.3 55.0

出典:厚生省人口問題研究所

は16.2°o,ピ ー ク の平 成33年 に は23.5%と そ の 比 率 を 高 め,そ の うえ,75歳 以 上 の 後 期 老

年 人 口の 比 率 が 高 ま る と予 測 され て い る.15)こ の よ うに 後 期 老 年 人 口の 増 加 は,有 病 率 の

増 加 と と もに,寝 た き り老 人 や痴 呆 性 老 人 の大 幅 な 増 加 や,高 齢 者 ニ ー ズの 拡 大 ・多 様 化

等 に よ り,今 後 は,公 的 負担 だ け で は充 分 な 対 応 が 難 くな って き た こ とが ま ず そ の背 景 と

して存 在 して い る.

(b)高 齢 者 の生 活 の変 化

これ ま で,「 老 人 は所 得 が 少 な く,経 済 的弱 者 で あ る」 と い うイ メー ジで み られ て い た

が,新 しい高齢 者 は一人 当 た りの 所得額 で は全 所 帯 平 均 を若 干 下 回 るが,消 費額,貯 蓄 額,

持 家率 で は全 所 帯 平 均 を上 回 って お り,シ ルバ ー層 の 消費 の 対象 と み るば か りで な く,貯

蓄 の対 象 と して も考 え る必 要 が で て き た.

まず 所 得 額 につ いて,厚 生 省 「国 民 生 活 実 態 調 査 報 告 」 を み る と,昭 和62年 の65歳 以 上

の 高齢 者 所 帯 の 一 人 当 りの 平 均 所 得 額 は,1,534千 円で あ り,全 所 帯 一 人 当 た り平 均 所 得

1,544千 円を わ ず か に下 回 って い る.な お 所 得 内 訳 は,年 金 ・恩 給51.4%,稼 働 所 得34.5

00
,財 産 所 得8.7°o,そ の 他5°oと な って お り,働 いて 収 入 を 得 る割 合 が 減 少 し,代 わ っ

て 年 金 や 恩 給 に 頼 る割 合 が 増 加 して い る.16)消 費 額 につ いて は,総 務 庁 「家 計 調 査 年 報 」
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〔表 一5〕 シルバ0所 帯1人 当たり月間消費支出

(所帯主60才 以上)

シル バ ー所 帯

(a)

年平均

増加率

全所帯

(b)

年平均

増加率
a/b

消 費 支 出 計 89,308円 6.2% 79,627円 4.7% 1.12倍

◎生活関連 44,740 4.6 38,910 4.1 1.14

食関連 23,590 3.7 20,908 2.6 1.12

住関連 15,855 6.4 17,496 5.1 1.27

衣関連 5,295 3.5 5,506 2.1 0.96

◎福祉 ・医療・保健関連 3,671 6.8 2,017 5.1 1.82

医薬品 732 8.0 456 6.2 1.38

保健医療用品器具 1,345 15.1 437 io.2 3.08

保健医療サ ービス 1,594 2.7 1,124 1.9 1.42

◎ 生き甲斐関連 40,897 7.0 38,700 3.4 1.06

交通・通信関連 7,229 9.3 7,566 6.7 0.96

教育 623 0.1 3,281 6.1 0.19

教養 ・娯楽 8,233 8.4 7,132 4.9 1.15

交際費 13,276 7.1 7,458 6.1 1.78

その他消費支出 11,536 5.4 13,263 4.2 0.87

出典:総務庁 「家計調査年報」(昭 和62年)

〔表 一6〕 所帯人員1人 あ たり平均貯蓄 ・負債残高

(所帯主60才 以上)

シル バ ー所 帯

(a)

年平均

増加率

全所帯

(b)

年平均

増加率
a/b

◎貯蓄 5,456千 円 10.1% 2,671千 円 9.5% 2.04倍

銀行 1,158 5.3 601 5.4 1.93

郵便局 980 12.5 420 9.2 2.33

他金融機関 579 2.9 380 5.7 1.52

生命保険 945 12.0 638 13.2 1.48

有価証券 1,668 16.2 551 12.1 3.03

その他 126 20.0 81 9.4 1.56

◎負債 545 6.4 854 9.4 0.64

◎貯蓄一負債 4,811 10.0 1,791 8.0 2.69

出典:総務庁 「貯蓄動向調査報告」(昭和62年)

(注)有 価証券には、株式、債券、株式投資信託、
公社債投資信託、貸付信託、金銭信託を含む
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〔表一一5〕 をみると昭和62年 の60歳以上の高齢者所得の一人当たり月間消費支出は89,308

円で,全 所帯平均の一人当たり月間消費支出79,627円 を9,681円 上回 っている.17)

貯蓄額については,総 務庁 「貯蓄動向調査報告」 〔表一6〕 をみると,昭 和62年 の60歳

以上の高齢者所得の一人当たりの平均貯蓄残高は,5,456千 円,負 債残高は545千 円とな っ

ており,全 所帯平均の一人当たり貯蓄残高2,671千 円,負 債残高854千 円に比べて,貯 蓄

残高で約2.04倍,貯 蓄から負債を引いた実資力では約2.7倍 となって いる.18)

持家率について も65歳以上の高齢者のいる所帯の持家率は85.0%で,全 所帯平均の62.4

%を 大きく上回っているのである.

ただ しこれ らの数字はあくまで平均の値であって,そ こには地域間拡差や,所 得間拡差

が日本の場合非常に大きい事を忘れてはならない.こ のことについては後半のシルバーサー

ビスの課題と展望のところで指摘したい.

いずれにせよ,こ のようなシルバーサービス産業が注目されは じめた背景を整理 してい

くと,ま ず行政側としては,

① 市場機構のもつ創造性 ・効率性が適切に発揮されれば,公 的部門のサービスより,

高齢者のニーズに足 したサービスが安価で提供され得るのではないかという期持.

② 行政がいたずらに民間企業の排除や規制を行わず,公 的部門が責任を持って提供す

べきサービスであっても,支 障のない限り適正な管理のもとに民間に委託 し得るの

ではないかという財政難の状況下での期待.

の二つを掲げたい.そ して一方,サ ービスを受ける側の高齢者側の要因としては,わ ずら

わ しい基準や,規 制の手続きに悩まされるよりも,今 の経済力の豊かさのなかで,よ り即

応的,効 率的なシルバーサービスの方を選好する新しいライフスタイルを私事化現象(プ ラ

イベイタライゼーション)と も重なり合いなが ら,生 活のなかに取 り入れるという消費者側

の期待が存在 しているのではないだろうか.

(3)シ ルバーサービス産業の現状

前述 したように,シ ルバーサービス産業についての定義,対 象領域,分 類等はまだはっ

きり決まっていない.対 象範囲,分 類については,消 費市場 と貯蓄市場に大別 されるが,

厚生省がシルバーサービス産業の主な対象 として

① 住居関連

② 介護サービス関連

④ 福祉機器関連

④ 金隔関連

⑤ 医療関連

⑥ レジヤー関連

⑦ その他 日常生活関連

の七つの関連 ビジネスを掲げている.19)し か し,シ ルバーサービス産業を考える場合,例

えば生き甲斐関連を含めて,も っと広いシルバー層を含めた家族 ・家庭全般をビジネスの

対象とした考え方があるのではないか,さ らには,新 たな商品やサービスを供給する情報

ネットワーク型の関連産業が近い将来注目されてくるのではないかと考えられる.〔 表一

7〕 は,あ る調査機関が行った,将 来有望なシルバーサービスの主なものの一覧表である.

この表をみればいかに多くの企業が高齢化社会に対応した新 しいビジネス領域を開発して

いるかがわかる.20)詳 しい各分野(企 業)の 実情に関する検討は紙面との関係もあり,別
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の機会にゆず りたい.こ こでの論点は,こ のようなシルバーサービス産業と社会福祉 との

接点のあり方,し かも家族福祉的なパースペクティブからみた問題点 に焦点をおいている.

次に私なりにその主な論点 をまとめてみたい.

〔表_7〕 有望 な シルバ ー ビジネスー覧表

関連 市 場 商品(モ ノ) サ ー ビ ス

住 関 連 住宅 リフォーム(増 改築等) 緊急警報 システム

賃貸住宅、 リゾー ト関連

生 食 関 連 自然食品、健康食品、調理食品、 産地宅配、外食(和 食)

総菜食品、高齢者医療食

活 衣 関 連 高齢者向け肌着、健康ふとん 通信販売

そ の 他 養毛剤、 白髪染、化粧水 レ ンタ ル、 家 事 代 行 サ ー ビス、

入れ歯 、老眼鏡 サ ー ビス券付 きギフ ト券

福 祉 ケア付 き有料老人 ホーム、 在宅介護サ ー ビス、
福
祉 介護機器(紙 おむっ 、ベ ッ ド等) 給食サ ー ビス

底 医 療 成人病薬 、ME機 器 、人工心臓 病院業務代行サ ー ビス、

摩 医療情報 サー ビス

保 保 健 スポーッ用品 、健康施設 、 健康診断 ・管理サ ー ビス、
健

健康機器 フ ィ ッ トネ ス ク ラ ブ

生 レ ジ ヤー 観 光 ・レ ジ ャー施 設 国内旅行、海外旅行、ゲ ー トボール、

き カ ラ オ ケ、 ゴル フ

甲 そ の 他 孫 用 の オ モ チ ャ、 ペ ッ トフ ー ド、 人 材 派 遣 業 、 カ ル チ ャ ーセ ン ター 、

斐 DIY、 レ ジ ャー情 報 誌 騨昏葬祭

貯 蓄 一時払 い養老保険
、投資信託、

コ ンサ ル タ ン ト ・サ ー ビス

安 年 金 住宅担保型年金 企業年金、個人年金、

終身保険付き年金

心 保 険 老人ホーム特約付き終身保険 変額保険、介護サー ビス付 き保険 、

介護給付金付き保険

そ の 他 ワ ンル ー ム マ ン シ ョ ン ゴル フ会員権、遺言 信託

第3章 家族福祉政策からみたシルバーサー ビス産業の課題と展望

これらの民間の シルバーサービス産業が登場 してきた背景を考えた場合,前 述 したよう

に二つの側か らの(行 政側の期待と消費者側のニーズ)要 因が重なり合っていた.し かし

それも十分な相互のコンセ ンサスや論議を踏まえないで,急 速な高齢化社会に対応せねば

ならぬという緊急性のなかでこのサービス形態が出現 してきたことに,こ の間題の特殊性

が存在 しているといってよい.そ こでこの間題に関 して,筆 者は三つの レベル(次 元)か

ら検討を加えたい.一 つはこの問題の理念的な課題の検討であり,二 つ目は,こ の問題の

構造的な課題であり,最 後は,こ の問題の機能的な課題の検討である.こ れ ら三つの レベ



桂:家 族福 祉政策 とシルバーサー ビス産業 127

ルか らの考察を十分重ねることによって,21世 紀の新 しい社会福祉供給 システムとしての

シルバーサービス産業の方向性を考えるうえでの糸口がみつかるのではないかと考える.

(1)理 念的な課題

まず最初に提示 したい課題は,こ のシルバーサービス産業の問題を考える際に,サ ービ

スを育成しようとする行政側 も提供する企業側も互いに家族福祉政策的な理念がきわめて

脆弱な状況下にあるということである.例 えばどのような事柄かと言えば,老 人のケアの

問題は,老 人だけを対象とした介護とか援助を しようとしても駄目であって,家 族全体を

援助するといった家族福祉政策的なパースペクティブが両者のサービス側のサービス理念

のなかに備わっていなければならないという事である.

それでは,家 族福祉政策的なパースペクティブとは何かという問題が浮び上ってくる.

すなわち第1章 で提示 した家族福祉政策の具体的な内容の展開とそれを根底から支えてい

るいわば 「思想」の(欠 如の)問 題と重な り合 う.筆 者は,そ れは 「真の男女平等観に基

づいた,人 間性を重視 した福祉哲学(思 想)の 確立」の問題であると考えている.21)も う

少 し平易に表現するならば,家 族福祉政策は,「 児童政策」で も,ま たいわゆる 「女性政

策」で もな く,む しろ人間の生きざまを重視 した 「人間性重視の総合政策」であると言っ

て も過言ではない.つ まりパースペクティブとしての 「家族福祉政策」においては,よ り

具体的には,社 会の平等化をその理念とし,新 しい家族の多様なライフスタイルが支持さ

れるとともに,男 女の従来のいわゆる性役割観のみなおしが包括的な具体的施策の検討と

なって実現(実 行)さ れなければならない.そ うした理念的な課題のコンセンサスが,真

の 「生活の質(QOL)」 の向上につながっていくのである.す なわち,「 公共性」とい

う社会福祉原理と 「民間性」という市場原理の両者の根底には,こ うした 「生活の質」を

発展向上 させなければならないとした共通の 「人間性重視の原理」が存在 していなければ

ならないのである.「 公共性」の側か らの 「人間性」のみなお しと,「 民間性」側からの

そのみなおしが恐 らく21世紀の社会福祉や企業そのものの方向性を決定づけるように思わ

れてならない.例 えば,前 者は従来のたて割 り的な福祉観からの脱却であり,後 者は 「産

業の福祉化」といった新たな経営理念の確立が必要になってきたのではないかと考える.

(2)構 造的な課題

現在の社会福祉の概念が新たな福祉概念につながるためには,現 在の社会福祉制度の大

幅な見直 しが必要となって くる.現 在はまさに社会福祉の大改革(大 転換)の 時代である

と言っても過言ではない.よ り具体的には,社 会福祉事業法の見直しや,社 会福祉士や介護

福祉士の資格取得後の明確な社会的位置付けの方向性や,こ のシルバーサービス産業の健全

育成の課題等が山積みされている.

前述 したごとく,急 速な高齢化社会の到来は,(こ れを急速な家族構造の変動過程とし

てみた場合),家 族を一つの全体としてみる視点(パ ースペクティブ)が どうしても必要

になってくる.A・ カーンとS・ カマーマンが示 した家族福祉政策の考え方には,真 の個

人の自立は,集 団 としての家族の自立が不可欠(逆 もまた真なり)で あり,家 族を`一 つ

の全体'と して社会がサポー トすることによって,個 人の人間としての尊厳や自由が保た

れる22)と いう考え方が横たわっているように思われる.そ して家族全体の自立によって,

個人の選択の自由が保障され,真 のプライベイタライゼーション(私 事化)や 多様なライ

フスタイルの選択が可能となる成熟した社会が形成されていくのである.そ のような真の男
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女平等社会を築 くための構造的な課題を考える場合,従 来の福祉や保健や医療サービスと

いった社会の側か ら家族や個人への供給の しくみ(シ ステム)の あり方が今問われてきて

いるのである.新 しい社会福祉サービスの供給システムの構築のための研究の重要性はこ

こにある.す でにこれらの研究はいくつかの研究成果として世に出されている.23)し か し,

まだ家族福祉的なパースペクティブか らみた研究は少ないように思われる.

ここで筆者が取 り上げたい点は,こ れ らの供給システムの構造的な側面,例 えば社会福

祉資源の把握 ・開発と,そ れ らのネットワークという構造的な側面における(つ まりここ

での新たな供給システムとしての)シ ルバーサービス産業の位置付けをどうみればよいの

かという点と,次 章のそうした構成されたシステムがいかに力動的に機能 し得るかという

機能的な側面の二つである.

〔図 一2〕 福祉 サー ビスの供 給主体

例:行 政公的機関 例:社 会福祉協議会
各種 ボ ランテ ィア

publicsectorcommunalsectorcommercialsector

＼/

privatesector
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publicsectorcommercialsector
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家族はその社会を構成する最 も基礎的な集団である事を考慮 した場合,こ うした総合的

な社会福祉供給 システムの主体はあくまで家族であり,そ れを構成 している個人であるこ

とを念頭においておかなければならない.(家 族は決 して客体ではない)そ のような家族

や家庭をベースにした社会福祉サービスの供給図式は,〔 図一2〕 で示すことができる.

現在のところ大きく三つのセクターによって供給されてきた.公 的な行政部門と二つの民

間部門(地 域社会的セクターと市場型(企 業)セ クター)で ある.こ のシルバーサービス

産業はまさしく市場型セクターに属する.今 まではそれぞれ個々のセクターがば らばらの

供給方策によって,主 として個人を対象に してそのサービスが展開されてきた.そ して最

近になってこれ ら三つのセクターが互いに総合調整され,よ り有効的かつ即応的に個人を

対象とするだけでな く家族全体を対象とするサービスの構築が重要であることが気づかれ

はじめてきた.し かし現実にはこの供給システムにはいろいろな落 し穴が存在 している.24)

例えば,シ ステムだけのひとり歩きにより,サ ービス需要者のニーズからかけ離れたサー

ビスになって しまったり,ま たサービスそのものの質 ・量の総量が社会的に十分整ってい

ないという課題が山積みされている.そ れと何よりも,こ ういったシステムの主体である

べき家族や個人が,こ のような供給 システムの構築の際に十分その意見が繁栄 されるよう

なチャンネルが用意されておらない.ま たそれだけでなく,そ のような供絡 システムの存

在すら知 らされていない(ま たは知 らない)と いう事が多いのである.

次に家族と所得との関係であるが,今 後 も現在のような高齢者の経済的な豊かさが保持

されるかどうかという疑問については,答 えはどうもノーである.

〔表 一8〕19771987)年 収 の年齢別五 分位割 合比較 表

212438
%%

囮1977年

〔 コ1987年(家 調 査年表'1977年1987年 ●厚生省)

(

V
)

(

W
)

(

皿
)

(

1
)

(
1
)

分位

数
年令

14
%

11
%

11
%

19
%

45
%

～

21
%

16
%

16
%

17
%

30
%

餌
～

35
%

易

琵

釜 %
14
%

14
%

59～

35
%

26
%

16
%

11
%

12
%

54～

幻
%

一

28
%

19
%

15
%

11
%

49～

19
%

…

霧

26

%

23
%

19
%

墾

13
%

44～

11
%

19
%

30
%

24
%

16
%

39～

舞
砺

12
%

27
%

36
%

19
%

勃

34～

笏
8

%一

17
%

37
%

35
%

29～

微
一

B
%

裂

56
%

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

009876543211

年
令%

出典:「 変貌 するシルバ ーライ フ」河 畠修



130 奈 良 大 学 紀 要 第18号

この 〔表一8〕 をみると,や く六割の高齢者は所得のうえにおいては中位以下であり,

また年間年収の多い高齢者の区分に目を転ずると,最 上位の第五分位で10年前の20°oから

14%に 減っている.つ まりリッチな高齢者は高齢者全体のなかで,10年 前にくらべて相対

的に減少の傾向にあるということをこの表は示 している.25)今 後の年金改革がシルバーサー

ビス産業の方向性を左右するものと考え られよう.

しかしながら,こ のような年金制度に代表される社会保障制度の見通 しの目度がついた

として,「 福祉は有料」の時代を向えることになっても,す べてのサービスを(公 的なサー

ビスはともかくとして)そ のほとんどをビジネスサービスに委ねることは,本 来の家族福

祉の理念から逸脱 して しまうことになり,ま すます階層によるスティグマが生まれ,家 族

解体(社 会解体)を 引き起すことになりかねない.家 族や家庭の基盤の充実を考えた場合,

ボランティア活動等に代表される地域社会の民間部門の育成を優先すべきであると筆者は

考える.何 故ならば,生 活の主体者は住民一人ひとりであるからである.シ ルバービジネ

スはあくまで補完セクターでなければならない.

(3)機 能 的 な 課 題

この 家 族 福 祉 政 策 か らみ た シル バ ー サ ー ビス 産 業 の方 向性 を考 え る第 三 の レベ ル が機 能

的 な課 題 で あ る.

わ が 国 は 今 後,北 欧 型 の 公 共 サ ー ビス を 中心 と した サ ー ビス シス テ ム(公 共 主 導 型)を

構 築 して い くべ きか,は た ま た米 国 型 の(民 間 主 導 型)サ ー ビス シス テ ムを モ デ ル と して

い くべ きか の論点 は さて お き,こ こで取 り上 げ た 家 族 福祉 政策 的 なパ ー スペ クテ ィ ブを 公 ・

民 両 方 が 取 り入 れ な いか ぎ り,ま す ま す 家 族 や 個 人 の生 活 基盤 は 前 項 で 示 した よ うに,専

門 分 化 され た 専 門 機 関 に よ って 分 断 され て い く可 能 性 が大 で あ る こ と に気 づ か な け れ ば な

らな い.も しそれ に気 づ か な けれ ば,本 来 多 様 な 文 化 的 な ニ ー ズを 認 め 合 いな が ら,個 人

の 自 己実 現 を は か って い くよ う な真 の 成 熟 社 会 の 到 来 を 遅 らせ て しま うこ と に な りか ね な

い.

超 高齢 化 社 会 に対 応 した シル バ ーサ ー ビスの 機 能 的 な 課 題 の キ ー タ ー ム は恐 ら く次 の 二

つで な いか と考 え る.つ ま り`ネ ッ トワ ー キ ング'と`コ ーデ ィ ネ ー シ ョ ン'で あ る.今

まで`ネ ッ トワ ー キ ング'と ・コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン ・ は 分 け て 考 え られ て き た 点 に 一一

つ の問 題 が あ った と筆 者 は考 え て い る.公 ・民 の 両 方 の サ ー ビス体 系 が,家 庭 基 盤 の 充 実

に結 びつ い た よ り具 体的な機 能 的課 題が これ らであ る.両 者 は 本 来 はセ ッ トで 考 え な くて は

な らな い事 柄 で あ りな が ら,`コ ー デ ィネ ー シ ョ ン'に 関 して は,そ の 実 態 が は っ き りさ

れて いなか った.公 的 セ クター(行 政)の 課 題 は,こ の 問 題 に 関 して 言 う な らば,シ ル バ ー

サ ー ビス産 業 の`チ ェ ック'と サ ー ビスの`コ ー デ ィネ ー シ ョ ン'に つ き る と言 って も過

言で はな い.き ちん と した シルバ ーサ ー ビス産 業 に関 す る さ ま ざ まな 倫 理 綱 領 は じめ,サ ー

ビス の基 準 や価 格 調 整 な ど は行 政 側 の 責 任 と して 明 確 化 して お か な けれ ば な らな い 事 柄 で

あ る.豊 田商 事 事 件 を き っか け と して,サ ー ビス を受 け る側 の 無 防 備 性 が 指 摘 され た.シ

ル バ ー サ ー ビス産 業 の サ ー ビスが そ こで 何 が な され て い るか と い うこ とを き ちん と把 握 す

る行 政 側 の責 任 性 が 注 目 され は じめ て い る.問 題 は`コ ーデ ィネ ー シ ョ ン'で あ る.つ ま

り,さ ま ざ ま な サ ー ビス とサ ー ビスの 総 合 的 な調 整 機 能 を この よ う な新 しい供 給 シ ステ ム

化 におい て,ど こが,ど の よ うに して い くか と い う課 題 で あ る.そ う した調 整 的 な役 割 は,

本 来行 政 側 に あ る もの の,そ れ を担 当す る領 域 はで きれ ば 第3セ ク タ ー方 式(例 え ば 公 社

形 式,財 団 形 式等)で も って対 応 して い く方 が よ い よ うに 思 わ れ る26)重 要 な こ と は,こ
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のようなシルバーサービス産業の動向を公的なセクターがきちんと把握 しておかなければ

ならない事である.そ してできる限りそのコーディネイ ト機能に住民や家族側(消 費者)

の参加が可能なシステムを作 っておく必要があると考える.
一一方シルバーサービス産業側の課題としては

,次 の二点を掲げておきたい.第 一点は,

「サービス業際化」という概念の導入 と,第 二点は,「 産業(企 業)の 福祉化」という概

念の展開である.特 にシルバーサービス産業の進出の動向をみた場合,従 来の大企業主導

型の,し かも一部のシルバー層のみをターゲ ットとした対応から,前 項で示 したこれか ら

の高齢者の大部分を占める中間層の人びとを対象とした,よ り安価で,多 品種なサービス

内容を生み出すための中小企業間の新たな`異 業種交流'型 への政策転換を促進 していく必

要があると考え られる.そ して 「企業の福祉化」の問題に於いては,従 来の企業内年金等に

代表される狭い福祉化ではなく,社 会における企業の果たす社会的役割や責任を,こ の超

高齢化社会のなかで企業自身がどう具体的に創設 していくかが,今 後の企業の生き残れる

一つのメルクマールになるであろうと考える.
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